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令和４年度 ＯＤＲ推進状況

2022年
６月

７
月

８月 ９月 10月 11月 12月
2023年
１月

２月 ３月

短期目標
①国民の日
常へのODR

の浸透

推進フォ
ローアップ
体制

中期目標
②世界トッ
プレベルの
ODRが提供
される環境
の整備

ODRの推進
に関する
基本方針

取
組
実
施
状
況

9日
ＡＤＲ協会
シンポジウム

１日ー７日
ＡＤＲ週間
ＡＤＲの日
法務省オンライ
ン・フォーラム

25日ｰ28日
ＡＤＲ・ＯＤＲ
認知度調査

9月1日ｰ11月30日
かいけつサポートバナー広告掲載期間

２９日
準備会合

２６日
第１回
ＯＤＲ
推進
会議

１０日
第２回
ＯＤＲ
推進会
議

１５日
第１回
周知・広報ＷＧ

２０日
第２回
周知・広報ＷＧ

16日
第３回
周知・広報ＷＧ

２８日
第１回
実装・ＡＩＷＧ

２４日
第２回
実装・ＡＩＷＧ

19日
第３回
実装・ＡＩＷＧ

1日ｰ10日
海外（カナダ）
調査研究

25日
第４回
周知・広報ＷＧ

８日 ２８日
第４回 第５回
実装・ＡＩＷＧ

8日
第１回
ODR分科会

28日
第2回
ODR分科会

実証実験
開始(予
定)
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24日
第３回
ODR分科会

21日
第4回
ODR分科会
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○令和４年 ９月 ９日 一般財団法人ＡＤＲ協会主催シンポジウム

「ＡＤＲの国民への浸透と利用拡大」

○令和４年 ９月 １日 かいけつサポートバナー広告掲載期間

～１１月３０日

短期目標（国民の日常へのＯＤＲの浸透）

《使用したバナー広告》

３



○令和４年１０月２５日 ＡＤＲ・ＯＤＲ認知度調査

～１０月２８日

○令和４年１２月 １日 ＡＤＲの日、ＡＤＲ週間

～１２月 ７日 オンライン・フォーラム開催

「ＡＤＲ・ＯＤＲが身近にある社会に向けて」

短期目標（国民の日常へのＯＤＲの浸透）

パネルディスカッションに参加いただいたパネラーの方々
生田康介氏（法テラス本部第一事業部長）
佐藤昌之氏（一般財団法人日本ADR協会理事）
宇於﨑裕美氏（有限会社エンカツ社代表取締役社長）
しばはし聡子氏（一般社団法人りむすび代表）

４



法務省の認知度調査
《法務省による認知度調査（令和４年１０月調査）》

（調査目的）
裁判外紛争解決手続（ＡＤＲのほかデジタル技術を活用してＡＤＲをオンライン上で実施する

ＯＤＲを含む。）及び法務大臣の認証を受けた民間の紛争解決サービス (かいけつサポート)の認

知度、認知経路等の状況並びに国民の紛争解決に対する情報収集手段や解決方法の調査

（調査対象）
○ 全国１８歳以上の者
○ 調査人数 ３，４７８人

（調査事項）主なもの
１ ＡＤＲという名称やＡＤＲがどのような手続であるかについて聞いたことがあり

ますか。
２ ＯＤＲという名称やＯＤＲがどのような手続であるかについて聞いたことがあり

ますか。
３ （ＡＤＲを知っている方に対して）どのようにしてＡＤＲを知りましたか。
４ ＡＤＲについて、どのようなものであれば利用したいと思いますか。
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④ＡＤＲの名称も裁判外で第三者の関与の下で合意による解決を

図る手続があることも両方聞いたことがない

③ＡＤＲの名称も裁判外で第三者の関与の下で合意による解決を

図る手続があることも両方聞いたことがある

②ＡＤＲの名称は聞いたことがないが、裁判外で第三者の関与の

下で合意による解決を図る手続があることは聞いたことがある

①ＡＤＲの名称は聞いたことがあるが、どのような手続かは聞い

たことがない

ＡＤＲという名称やＡＤＲがどのような手続であるかに

ついて聞いたことがありますか

６



81.7
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④ＯＤＲの名称もデジタル技術を活用したＡＤＲがあることも両

方聞いたことがない

③ＯＤＲの名称もデジタル技術を活用したＡＤＲがあることも両

方聞いたことがある

②ＯＤＲの名称は聞いたことがないが、デジタル技術を活用した

ＡＤＲがあることは聞いたことがある

①ＯＤＲの名称は聞いたことがあるが、どのようなものかは聞い

たことがない

ＯＤＲという名称やＯＤＲがどのような手続であるかに

ついて聞いたことがありますか
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⑪その他

⑩よく覚えていない

⑨学校での授業

⑧相談機関からの紹介（弁護士会）

⑧相談機関からの紹介（法務局）

⑧相談機関からの紹介（消費生活センター）

⑧相談機関からの紹介（警察署）

⑧相談機関からの紹介（市町村等の地方自治体）

⑧相談機関からの紹介（法テラス）

⑦家族・友人・知人からの紹介

⑥かいけつサポートパンフレット

⑤かいけつサポートホームページ

④インターネット・ＳＮＳ

③地方公共団体等の窓口や広報誌

②新聞

①テレビ

どのようにしてＡＤＲを知りましたか
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⑬ＡＤＲは利用したくない

⑫その他

⑪デジタルプラットフォームを利用して起きたトラブルを当該デジタル…

⑩合意内容が履行されなかった場合に強制執行をすることができる

⑨調停、あっせんを行う調停人等の専門性、能力が担保されている

⑧解決率が高い、あるいは解決の実績がある

⑦チャット等での手続

⑥解決までにかかる期間が短い

⑤時間を問わず（土・日曜日も）利用できる

④場所を問わず（自宅などから）、Web会議を利用できる

③手続に要する費用が安い

②紛争の相手方と非対面で話し合う手続

①紛争の相手方と対面で話し合う手続

ＡＤＲについてどのようなものであれば利用したいと思いますか
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中期目標（世界トップレベルのＯＤＲが提供
される環境の整備）

○ＯＤＲ検討分科会

→ＩＳＯ規格の議論への参画

11

○海外調査研究

→令和４年１０月１日から１０日の間に実施、一般財団法人日本

ＯＤＲ協会に委託

調査者は、渡邊真由立教大学特任准教授、年度末までに結果公表

○官民連携によるＯＤＲ実証実験の実施

→令和５年３月中旬から開始



実証実験概要

○ 外部委託（受注者の選定）

○ 実証実験結果の公表（法務省ＨＰを予定）

デジタル技術を活用し、
○ ＡＤＲ事業者が、法律相談からＯＤＲまでを一つ
のアプリ／プラットフォームで実施
又は

○ 相談機関から情報を取得するなど、シームレスに
連携してＯＤＲを実施

実証実験実施者（受注者）

法務省
想定されるアプリ等の仕様は以下のとおり。
○ 相談～ＯＤＲをワンストップ化する機能
・ ＡＤＲに先立つ法律相談

（ウェブ会議、チャット等）

又は
・ 相談機関から情報取得

（入力フォーム等の利用）

○ ＯＤＲを実施する機能（ウェブ会議、チャット等）

○ 交渉過程を他の手続に活用するための機能
（交渉経過を説明するための書面の共同編集機能等）

アプリ／プラットフォームの仕様例
（新規開発、追加実装、リース等の形式あり）

実証実験の目的

ＯＤＲの推進に関する基本方針（Ｐ９）
＜主として中期目標の実現に向けた具体策＞
○ 最先端技術を取り入れたＯＤＲの実証実験の支援
○ ＯＤＲが利用されることにより、相談、交渉、
ＡＤＲの各フェーズで同一内容の説明や主張をした
り、書類の提出を行ったりするという当事者の負担
解消やＡＤＲ機関の取扱件数増加といった効果が期
待される。

我が国におけるＯＤＲの社会実装を促進するた
め、ＡＤＲ実施可能事業者において、相談機関と
の連携やデジタル・プラットフォームの利用によ
り、相談からＡＤＲという一連の流れをワンス
トップで行うＯＤＲの実証実験を実施した上で、
その効果、課題、あい路等を分析し、社会実装の
在り方、問題点等について調査・研究を行う。

実証実験における役割

１２


